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行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
延
滞
利
子
） 

（
延
滞
利
子
） 

第
十
八
条 

区
長
は
、
借
受
者
が
償
還
期
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
一
時
償
還

す る
場
合
は
、
当
該
一
時
償
還
す
べ
き
期
日
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
ま
で
に
支
払
う
べ
き
償
還
金
を
支
払
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
償
還

金
の
額
に
つ
き
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
も
つ
て
、
当
該
償
還
期
日
の
翌
日

か
ら
支
払
の
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
利
子
を
徴
収
す
る
。
た
だ

し
、
区
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
八
条 

区
長
は
、
借
受
者
が
償
還
期
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
一
時
償
還

す る
場
合
は
、
当
該
一
時
償
還
す
べ
き
期
日
と
す
る
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
ま
で
に
支
払
う
べ
き
償
還
金
を
支
払
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
償
還

金
の
額
に
つ
き
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
も
つ
て
、
当
該
償
還
期
日
の
翌
日

か
ら
支
払
の
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
利
子
を
徴
収
す
る
。
た
だ

し
、
区
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

付 

則 
 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
旧
港
区
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
第
十
八
条
の

規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
延
滞
利
子
の
計
算
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
延
滞
利
子
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 
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